
鳥取市地域コミュニティ活動支援事業交付金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市地域コミュニティ活動支援事業交付金（以下「本交付金」

という。）について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本交付金は、住民の自主性及び主体性に基づいた、町内会等による地域活動及

びそれを支える町内会設備の整備を支援することにより、地域コミュニティの充実・

強化を図り、住民と行政との協働のまちづくりの実現に資することを目的として交付

する。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、「町内会」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２６０条の２第１項に規定する地縁による団体で鳥取市自治連合会に加盟しているも

の又は市長がこれに類すると認める団体をいう。 

 

（補助対象事業等） 

第４条 本交付金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助事業

者及び補助対象経費は、それぞれ別表で定めるものとする。ただし、国又は地方公共

団体から別の補助金等を受けて実施する事業は除く。 

 

 （補助対象期間） 

第５条 補助の対象となる期間は、本交付金の交付決定の日の属する年度の４月１日か

ら３月３１日までとする。 

 

（交付金の算定等） 

第６条 本交付金の額は、別表に掲げる補助対象事業の内容ごとに、補助対象経費の額

に同表に定める補助率を乗じて得た額を合計した額（千円未満の端数は、これを切り

捨てる。）以内で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、同表に定める限度額を上

限とする。 

 

（交付申請）     

第７条 本交付金の交付申請は、市長が別に定める日までに行うものとする。この場合

において、規則第４条に規定する申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書

類は、様式第１号によるものとする。 

  

（承認を要しない変更） 

第８条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とす

る。 

（１）本交付金の増額 

（２）補助対象事業を２以上の町内会が合同で実施する場合におけるその構成町内会の 

変更 

 

（着手届を要しない場合） 

第９条 規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める場合は、同項第１号又は第２号

に規定する補助事業以外のすべての補助事業に係る場合とする。 

 



 （概算払） 
第１０条 本交付金は、規則第１１条ただし書の規定に基づき、概算払により交付する

ことができる。ただし、市長が特に認める場合を除き、交付決定額が３０万円以上の

場合に限る。 

 

（実績報告） 

第１１条 本交付金の実績報告は、補助対象事業の完了の日から起算して１か月を越え

ない日又は当該交付金の交付決定を受けた年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い

日までに行わなければならない。この場合において、規則第１２条に規定する実績報

告書に添付すべき同条第１号及び第２号に規定する書類は、様式第２号によるものと

する。 

 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、本交付金について必要な事項は、市民生活部

長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 この要綱は、平成２３年２月２日から施行し、平成２２年度の補助事業から適用する。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度の補助事業から適用する。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２４年４月１日から施行し、平成２４年度の補助事業から適用する。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度の補助事業から適用する。 

 
   附 則 
 この要綱は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度の補助事業から適用する。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度の補助事業から適用する。 

 

   附 則 
 この要綱は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度の補助事業から適用する。 

 

 附 則 
 この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度の補助事業から適用する。 

 



別表（第４条、第６条関係） 

補助対象事業 補助事業者 補助対象経費 補助率 限度額 摘  要 

地域コミュニティの推進を目的とし

て町内会が実施する事業で、次のいず

れかに該当する事業。ただし、(2)の事

業は令和３年度に実施されるものに限

る。 
⑴ 地域コミュニティ推進事業 
ア 運動会等のスポーツ事業又は伝

統行事等の文化的事業 
イ 町内案内板等の町内会が所有又

は管理する設備の整備 

⑵ 新しい地域活動促進事業 

ア 非接触による地域活動を促進す

る環境の整備 

イ 感染症対策を目的とした事業 

⑶ 町内会加入促進事業 

ア 町内会未加入者に対する町内会

加入促進事業 
イ 町内会の新設に要する事業 

町内会（同

一の事業に

ついて２以

上の町内会

が合同でこ

れを実施す

る場合は、

これらの町

内会を代表

するいずれ

かの町内会

とする。） 

 

補助対象事業に要する経

費のうち、次に掲げるもの

・報償費・謝金 
・旅費 
・消耗品費 
・印刷製本費 
・役務費 
・委託料 
・使用料及び賃借料 
・工事請負費 
・原材料費 
・備品購入費 
・その他市長が特に必要と

認める経費 

補助対象事業

の 内 容 に 応

じ、次に定め

る率とする。 
⑴ 補助対象

事業の欄⑴

に掲げる事

業 ３/４ 
⑵ 補助対象

事業の欄⑵

に掲げる事

業 ９/１０

⑶ 補助対象

事業の欄⑶

に掲げる事

業 １０/１
０ 

１町内会に

つき３万円

 
 

１ ２以上の町内会が合

同で本事業を実施する

場合は、当該年度にお

いて当該町内会は別に

単独で本事業について

申請はできない。 
２ 本事業を２以上の町

内会が合同で実施する

場合の限度額は、参加

町内会数に３万円を乗

じて得た額とする。 
３ 補助対象事業の（1）、
（2）、（3）を組み合わ

せて実施した場合も町

内会当たりの限度額は

３万円とする。 

 

 

 



様式第１号（第７条関係） 

 
鳥取市地域コミュニティ活動支援事業 実施計画書 

 
１ 町内会等 

町内会等の 

名   称 

 

 

 

代表者 

氏 名 
 

代表者住所 

〒 

鳥取市 

電話番号 （    ）  － 

世帯数 
(     年   月   日現在)

      世帯 

 

２ 事業計画 

事 業 名  

実施場所  

事

業

内

容 

事業目的 

及び効果 
 

実施期間   年  月  日 ～     年  月  日 

具体的 

な内容 

 

その他 

特 筆 

すべき 

事 項 

 

※ 事業概要がわかる資料があれば添付してください。 



３ 収支予算 
①収入の部 

費 目 金 額（円） 内   訳 

助成金  鳥取市地域コミュニティ活動支援事業交付金 

自己資金   

その他 
（参加費 
   等収入） 

 

 
 

合 計   

 
②支出の部 

補助対象事業 費 目 
補助対象経費 
の金額（円） 

内   訳 

(１)地域コミュニティ

推進事業(補助率 3/4) 
  

(２)新しい地域活動促

進事業(補助率 9/10) 
  

(３)町内会加入促進事

業(補助率 10/10) 
 
 

 
 

合 計   

※ この収支予算は、単年度の予算を記入してください。 



 
様式第２号（第１１条関係） 
 

鳥取市地域コミュニティ活動支援事業 実施報告書 
 

１ 町内会等 

町内会等の 

名   称 

 

 

 

代表者 

氏 名 
 

代表者住所 

〒 

鳥取市 

電話番号 （    ）  － 

世帯数 
(     年   月   日現在)

      世帯 

 

２ 事業実績 

事 業 名  

実施場所  

事

業

内

容 

事業目的 

及び効果 
 

実施期間   年  月  日 ～     年  月  日 

具体的 

な内容 

 

その他 

特 筆 

すべき 

事 項 

（参加者の反響など） 

※ 事業概要がわかる資料があれば添付してください。 



３ 収支決算 
①収入の部 

費 目 金 額（円） 内   訳 

助成金  鳥取市地域コミュニティ活動支援事業交付金 

自己資金   

その他 
（参加費 
   等収入） 

 

 
 

合 計   

 
②支出の部 

補助対象事業 費 目 
補助対象経費 
の金額（円） 

内   訳 

(１)地域コミュニティ

推進事業(補助率 3/4) 
  

(２)新しい地域活動促

進事業(補助率 9/10) 
  

(３)町内会加入促進事

業(補助率 10/10) 
 
 

 
 

合 計   

※ 事業が複数年にわたる場合でも、単年度毎の収支決算を記入してください。 
※ 経費内訳のわかる領収書等（コピー可）を添付してください。 
※ 事業実施工程・全体が把握できるように写真を複数枚添付してください。 


